
個人情報取扱注意事項 

                                                           

（個人情報を取り扱う際の基本的事項） 

第１  受託者は、この契約による業務を処理するに当たって、個人情報を取り扱う際には、

個人の権利利益を侵害することのないように努めなければならない。 

（秘密の保持） 

第２  受託者は、この契約による業務を処理するに当たって知り得た個人情報を他に漏ら

してはならない。 

２ 受託者は、その使用する者がこの契約による業務を処理するに当たって知り得た個人

情報を、他に漏らさないようにしなければならない。 

３ 前２項の規定は、この契約が終了し、又は解除された後においても、また同様とする。 

（再委託等の禁止） 

第３  受託者は、この契約による業務を第三者に委託し、又は請け負わせてはならない。

ただし、あらかじめ、委託者が書面（当該書面に記載すべき事項を記録した電磁的記録

を含む。）により承諾した場合は、この限りではない。 

（複写、複製の禁止） 

第４  受託者は、この契約による業務を処理するに当たって、委託者から提供された個人

情報が記録された資料等を、委託者の承諾を得ることなく複写し、又は複製をしてはな

らない。 

（目的外使用の禁止） 

第５  受託者は、この契約による業務を処理するに当たって、委託者から提供された個人

情報を目的外に使用し、又は第三者に提供してはならない。 

（資料等の廃棄） 

第６  受託者は、業務を処理するために、委託者から提供を受け、又は受託者自らが収集

し、若しくは作成した個人情報が記録された資料の廃棄指示を受けた場合については、

裁断又は焼却し、電子データ等については複写や電磁記録等として残されていることの

ないよう、遅滞なく復元又は判読が不可能な方法により当該情報を消去又は廃棄しなけ

ればならない。 

２  受託者は、前項の規定によって個人情報を廃棄した場合は、速やかに委託者に対して

報告するものとする。 

（事故の場合の措置） 

第７  受託者は、個人情報取扱注意事項に違反する事態が生じ、又は生ずるおそれのある

ことを知ったときは、速やかに委託者に報告し、委託者の指示に従うものとする。 

（契約解除及び損害賠償） 

第８  委託者は、受託者が個人情報取扱注意事項に違反していると認めたときは、契約の

解除及び損害賠償の請求をすることができる。 

（案） 


